
回覧

令和８年１月中名草地域で３件の空き家を狙った空き巣事
件を認知しました。昨年11月にも同様に空き家を狙った事件
を２件認知しており、警戒・対策が必要となっています！
事件は名草下町を中心として発生していますが、中町、上

町にも空き家は多数あり、過去には家人が就寝中に泥棒に入
られる事件も名草で発生しています！
「ウチは空き家じゃないから」「空き家管理してないから」と

他人事と思わず、基本的な防犯対策の再徹底をよろしくお願
いします！！

☆ 少し出かけるだけで
も施錠を徹底！

☆ ポストなどに郵便物
を溜めない！

☆ 建物の周りや庭を常
にキレイに！

☆ 塀や庭木などで死角
をつくらず見通しよく！

☆ ご近所さんと良好な
関係構築で異変をすぐ
に察知！！

令和８年
２月号

足利警察署 0284-43-0110
名草駐在所 0284-41-9302

昨年１０月から足利市内での火災事件認知数は２０件を超
え、例年と比べ非常に高い数値で推移しています！
※名草でも１件の火災事案を認知しています！！
中には火災によって亡くなるケースもあり、昨年１月には

名草でも大きな住宅火災により１人の命が失われています。
自宅の中での火の用心はもとより農地が多い名草では

野焼きなどに特にご注意のほどよろしくお願いします！

草木を放置すると火災の原因とな

ります。土地を所有する方は細目な

剪定などご協力願います。

また火災の他にも隣地への越境、

害獣の住みつき、交通事故の危険性

などがあった際、これらによる損害

が発生した際は所有者が責任を負う

可能性があります。

野焼きは法律で禁止されています。農作業等で出た稲わら等一部例外的に認められているものがありますが、量

や天候、風向き、時間帯などに配慮しなければなりません。万が一火を取り扱う際は次の点を必ず守りましょう。

・事前に消防へ昇煙届を提出 ・水バケツ、消火器などを必ず準備 ・少量ずつ燃やす

・近所の迷惑にならない様配慮 ・燃やしている間は絶対に離れない ・風が強い日は絶対に燃やさない


